
温泉に係る申請の流れ

○ 温泉を掘削し、利用するまでの主な申請のながれ

土地掘削許可申請

（温泉法第３条）

120，000円

土地掘削工事完了（廃止）届

（温泉法第８条）

増堀・動力の装置許可申請

（温泉法第１１条）

110，000円

増堀・動力の装置工事完了（廃止）届

（温泉法第８条）

温泉の成分等掲示届出
（温泉法第１８条）

温泉利用許可申請

（温泉法第１５条）

35，000円
公衆浴場許可申請

（一般・その他）

22，000円

利 用 開 始

温泉の採取の許可 天然ガスの濃度の確認申請

（温泉法第１４条の２） （温泉法第１４条の５）

35，000円 7，400円

又は

（高知県環境審議会温泉部会に諮問）

（高知県環境審議会温泉部会に諮問）


